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規 則

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 四 十 号

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 ｢ 第 五 十 三 条 ｣ を ｢ 第 五 十 二 条 ｣ に 、 ｢ 第 五 十 四 条 ・ 第 五 十 五 条 ｣ を ｢ 第 五 十 三 条 ― 第 五 十 五 条 ｣ に 改 め る 。

第 四 十 六 条 の 二 中 ｢ 第 四 十 一 号 の 三 様 式 ｣ を ｢ 第 四 十 一 号 の 二 様 式 ｣ に 改 め る 。

第 四 十 七 条 か ら 第 五 十 二 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

第 四 十 七 条 か ら 第 五 十 二 条 ま で 削 除

第 二 章 第 六 節 中 第 五 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 日 常 生 活 支 援 利 用 )

第 五 十 三 条 条 例 第 百 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 通 学 、 通 院 、 通 所 、 生 業 そ の 他 の 日 常 生 活 に 必 要 不 可 欠 な

利 用 と し て 規 則 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 学 校 又 は 知 識 向 上 、 技 能 習 得 等 を 目 的 と す る 機 関 に 通 学 す る た め の 利 用

二 幼 稚 園 、 保 育 所 そ の 他 保 育 又 は 教 育 を 行 う 施 設 に 通 園 す る た め の 利 用

三 身 体 障 害 者 等 の 疾 病 又 は 障 害 の 抑 制 、 治 療 若 し く は 機 能 回 復 の た め の 医 療 行 為 を 行 う 機 関 に 継 続 的 に 通 院 す る

た め の 利 用

四 身 体 障 害 者 等 の 更 生 又 は 自 立 の た め の 訓 練 又 は 指 導 を 行 う 施 設 に 通 所 す る た め の 利 用

五 生 活 の 資 を 得 る た め に 行 う 事 業 そ の 他 の 生 業 の た め の 利 用

六 勤 務 先 等 に 通 勤 す る た め の 利 用

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 身 体 障 害 者 等 が 自 ら の 障 害 等 の た め に 自 動 車 を 運 転 で き な い 場 合 の 利 用

第 五 十 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 身 体 障 害 者 等 の 範 囲 )

第 五 十 五 条 条 例 第 百 二 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 身 体 障 害 者 等 の 範 囲 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 身 体 障 害 者

等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 身 体 障 害 者 別 表 第 三 又 は 別 表 第 四 に 定 め る 障 害 を 有 す る 者

二 戦 傷 病 者 別 表 第 五 又 は 別 表 第 六 に 定 め る 障 害 を 有 す る 者

三 知 的 障 害 者 石 川 県 療 育 手 帳 規 則 ( 平 成 十 二 年 石 川 県 規 則 第 三 十 九 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 重 度 の 障 害 を 有 す る

者
四 精 神 障 害 者 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 百 五 十 五 号 ) 第 六 条 第 三

項 に 規 定 す る 一 級 の 障 害 を 有 す る 者

平成 24 年 10 月 ４ 日 (木曜日)

号 外

(第 ６３ 号)

規 則
○石川県税条例施行規則の一部を改正する規則
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別表第３ (第55条関係)

別表第４ (第55条関係)
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附 則 第 五 項 中 ｢ 法 附 則 第 七 十 三 条 の 二 十 五 第 二 項 ｣ を ｢ 法 第 七 十 三 条 の 二 十 五 第 二 項 ｣ に 改 め る 。

別 表 に 次 の 四 表 を 加 え る 。

本人運転の場合の身体障害者の範囲

備考１ この表において ｢本人運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号イ又は第141条第１項第３号イに該当する

ものをいう｡

２ この表において ｢障害の級別｣ とは､ 身体障害者福祉法施行規則 (昭和25年厚生省令第15号) 別表第５

号に規定する障害の級別をいう｡

障 害 の 区 分 障 害 の 級 別

視覚障害 １級から５級までの各級

聴覚障害 ２級及び３級

平衡機能障害 ３級及び５級

音声機能障害
３級 (頸

けい

部に気管孔を設け呼吸しなければならないもの

に限る｡)

上肢不自由 １級及び２級

下肢不自由 １級から６級までの各級

体幹不自由 １級から３級までの各級及び５級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能障害 (一上肢

のみに運動機能障害が

ある場合を除く｡)

１級及び２級

移動機能障害 １級から６級までの各級

心臓機能障害 １級及び３級

じん臓機能障害 １級及び３級

呼吸器機能障害 １級及び３級

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級

小腸の機能障害 １級及び３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級

肝臓機能障害 １級から３級までの各級

家族・介護者運転の場合の身体障害者の範囲

障 害 の 区 分 障 害 の 級 別

視覚障害 １級から５級までの各級

聴覚障害 ２級及び３級

平衡機能障害 ３級及び５級

音声機能障害
３級 (頸

けい

部に気管孔を設け呼吸しなければならないもの

に限る｡)

上肢不自由 １級及び２級

下肢不自由 １級から３級までの各級

体幹不自由 １級から３級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能障害 (一上肢

のみに運動機能障害が

ある場合を除く｡)

１級及び２級

移動機能障害
１級､ ２級及び３級 (一下肢のみに運動機能障害がある

場合を除く｡)
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備考１ この表において ｢家族運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号ロ又は第141条第１項第３号ロに該当する

ものを､ ｢介護者運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号ハ又は第141条第１項第３号ハに該当するものを

いう｡

２ この表において ｢障害の級別｣ とは､ 身体障害者福祉法施行規則 (昭和25年厚生省令第15号) 別表第５

号に規定する障害の級別をいう｡

心臓機能障害 １級及び３級

じん臓機能障害 １級及び３級

呼吸器機能障害 １級及び３級

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級

小腸の機能障害 １級及び３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級

肝臓機能障害 １級から３級までの各級

本人運転の場合の戦傷病者の範囲

備考１ この表において ｢本人運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号イ又は第141条第１項第３号イに該当する

ものをいう｡

２ この表において ｢障害の項症及び款症｣ とは､ 恩給法 (大正12年法律第48号) 別表第１号表ノ２又は同

表第１号表ノ３に規定する障害の項症及び款症をいう｡

障 害 の 区 分 障 害 の 項 症 及 び 款 症

視覚障害 特別項症から第５項症までの各項症

聴覚障害 特別項症から第５項症までの各項症

平衡機能障害 特別項症から第５項症までの各項症

音声機能障害
特別項症から第２項症までの各項症 (頸

けい

部に気管孔を設け呼吸し

なければならないものに限る｡)

上肢不自由 特別項症から第４項症までの各項症

下肢不自由
特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症ま

での各款症

体幹不自由
特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症ま

での各款症

心臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

じん臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

呼吸器機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

小腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

肝臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症
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家族・介護者運転の場合の戦傷病者の範囲

備考１ この表において ｢家族運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号ロ又は第141条第１項第３号ロに該当する

ものを､ ｢介護者運転｣ とは､ 条例第122条第１項第２号ハ又は第141条第１項第３号ハに該当するものを

いう｡

２ この表において ｢障害の項症｣ とは､ 恩給法 (大正12年法律第48号) 別表第１号表ノ２に規定する障害

の項症をいう｡

障 害 の 区 分 障 害 の 項 症

視覚障害 特別項症から第５項症までの各項症

聴覚障害 特別項症から第５項症までの各項症

平衡機能障害 特別項症から第５項症までの各項症

音声機能障害
特別項症から第２項症までの各項症 (頸

けい

部に気管孔を設け呼吸し

なければならないものに限る｡)

上肢不自由 特別項症から第４項症までの各項症

下肢不自由 特別項症から第４項症までの各項症

体幹不自由 特別項症から第４項症までの各項症

心臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

じん臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

呼吸器機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

小腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

肝臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 様 式 目 次 中 ｢ 事 業 協 同 組 合 等 関 係 ｣ を ｢ 農 地 保 有 合 理 化 促 進 事 業 関 係 ｣ に 、
｢ 自 動 車 税

自 動 車 取 得 税
減 免 申 請 書

｣

を

｢ 自 動 車 取 得 税

自 動 車 税

減 免 申 請 書

｣

に 改 め 、

｢ 第 七 十 号 の 二 様 式 か ら

第 七 十 九 号 様 式 ま で

削 除
｣

を 削 る 。

第 三 十 九 号 様 式 ( そ の 二 ) か ら 第 四 十 一 号 様 式 ( そ の 一 ) を 次 の よ う に 改 め る 。

第 四 十 号 様 式 削 除

第 六 十 八 号 の 三 様 式 ( そ の 一 ) を 次 の よ う に 改 め る 。
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自動車取得税・自動車税 減免申請書 (身体障害者等関係) 整理番号

石川県知事 様 年 月 日

受付印
住 所

フリガナ 身体障害
者等との
続 柄氏 名

電話番号 ( ) －

(

納
税
義
務
者)

申

請

者

次のとおり 自動車取得税・自動車税 の減免を申請します｡

１ 今回申請により減免を受けようとする自動車

登 録

番 号

石・石川

金沢

(該当に○印)

かな

申請の理由

(該当番号に○印)

１ 本人運転 (本人所有)
２ 家族運転 (本人所有)
３ 家族運転 (家族所有)
４ 介護者運転 (本人所有)

取
得 年 月 日 新規 (新車・中古車)・転入・移転・変更

使用の目的

(該当番号に○印)

１ 通学・通園 ２ 通院 ３ 通所
４ 生業 ( )
５ 通勤
６ その他 ( )

年度
自動車取得税 円

自動車税 円(年税額 円)減額の始期 月

２ 身体障害者等の状況

住 所
手 帳 の 種 類
(該当番号に○印)

手帳交付番号
交 付 年 月 日

１ 身体障害者手帳
２ 戦傷病者手帳
３ 療育手帳
４ 精神障害者保健福祉手帳

第 号

年 月 日
氏 名

生
年
月
日 年 月 日生

障害名及び障害の等級・程度
※手帳の内容又は下表の該当コードを記入してください｡

３ 運転者の状況

住 所 運
転
免
許
証

有効期限 年 月 日

種 類

条 件 等

普通・中型・大型

氏 名 身体障害者
等との続柄

県担当者

記 入 欄

口 座 振 替 有 (他に所有する車の登録番号 )・無 停止依頼年月日 ・ ・

減免済み

自 動 車

直近登録番号 受 理 ・ ・

抹消登録等の状況
抹 消・車検証等返納

移 転・車検証等名義書換え

手 続 完 了 ・ ・

税務課分室確認印

(

コ
ー
ド
の
記
載
が
あ
る
等
級
・
程
度
が
減
免
対
象)

●
減
免
対
象
範
囲
・
障
害
区
分
コ
ー
ド
表
●

区分
障害の等級

障害区分
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 区 分

障 害 の
等級・程度

コード

身

体

障

害

者

・

戦

傷

病

者

視覚障害 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5
知的障害者

重 度
(Ａ)

16-41聴覚障害 2-2 2-3
平衡機能障害 3-3 3-5

音声機能障害 (頸
けい

部に気管孔を設け呼吸
するものに限る｡〈喉頭摘出等〉)

4-3

精神障害者 １級 17-31上肢不自由 5-1 5-2
下肢不自由 6-1 6-2 6-3 本6-4 本6-5 本6-6
体幹不自由 7-1 7-2 7-3 本7-5
乳幼児期以前の非進行性脳病
変による運動機能障害 (一肢
のみの運動機能障害を除く｡)

上肢機能 8-1 8-2

※ コードに ｢本｣ がついている
等級は ｢本人運転 (本人所有)｣
のみ減免適用となる等級です｡

移動機能 9-1 9-2 9-3 本9-4 本9-5 本9-6

心臓機能障害 10-1 10-3
じん臓機能障害 11-1 11-3
呼吸器機能障害 12-1 12-3
ぼうこう又は直腸の機能障害 13-1 13-3
小腸機能障害 14-1 14-3
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 15-1 15-2 15-3
肝臓機能障害 18-1 18-2 18-3
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第 六 十 八 号 の 三 様 式 ( そ の 二 ) 中

｢自動車税

自動車取得税
減免申請書｣ を

｢自動車取得税

自動車税
減免申請書｣ に ､

｢自動車税

自動車取得税｣

を

｢自動車取得税

自動車税 ｣

に ､

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め ､ 同 様 式 備 考 ３ 中 ｢自動車税及び自動車

取得税｣ を ｢自動車取得税及び自動車税｣ に 改 め ､ 同 様 式 備 考 ５ 中 ｢自動車税又は自動車取得税｣ を ｢自動車取得税

又は自動車税｣ に 改 め る

｡

自動車税

自動車取得税

自動車取得税

自動車税

第 七 十 号 の 二 様 式 か ら 第 七 十 九 号 様 式 ま で を 削 る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を

し て 使 用 す る こ と が で き る 。

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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